
松江市 報道提供資料 

 

令和７年１０月１５日 

件名　 

令和７年度島根県総合防災訓練の実施について 

 

内容 

１．目的 

　　災害対策基本法及び島根県地域防災計画に基づき、防災関係機関および住民が参加する実動

訓練を実施して、相互に連携を強化するとともに、市民の防災意識の高揚を図る。 

 

２．日時 

　　令和７年 10 月 18 日（土）　09：30～12：40 

 

３．会場 

　　島根半島及びその周辺（松江市島根町・美保関町、出雲市三津町・小伊津町・坂浦町、他） 

 

４．内容 

　　別添資料のとおり 

 

【問い合わせ】 

　　　　　防災部　防災危機管理課　　　担当：渡部 　　電話：５５－５１１５ 
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（１）目的
災害対策基本法及び島根県地域防災計画に基づき、防災関係機関及び住民

が参加する防災訓練を実施して地域防災力の向上を図る。この際、能登半島
地震の教訓から導出した災害応急対策に係る訓練を重視する。

（２）日時
令和７年１０月１８日（土） ９：３０～１２：４０

（３）会場
①メイン会場：島根県民会館中ホール
②訓練会場 ：島根半島及びその周辺
（松江市島根町・美保関町、出雲市三津町・小伊津町・坂浦町、他）

※各訓練の状況を映像で配信し、島根県民会館で視聴可能

（４）訓練想定
宍道断層帯を震源とする地震

（５）主な訓練項目
① 各種手段を用いた速やかな被害状況の把握
② 孤立地区への速やかな救助リソースの投入
③ 孤立地区における救助
④ 孤立地区への物資の供給
⑤ 孤立地区からの住民の避難
⑥ 避難生活環境に配慮した避難所の開設・運営
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①目的・日時・会場・訓練想定・主な訓練項目



参加機関・団体 ５５団体等（五十音順）

NTT西日本株式会社、イオンリテール株式会社、出雲アマチュア無線クラブ、出雲市消防本

部、出雲市総合ボランティアセンター運営委員会、海上自衛隊舞鶴地方隊、株式会社NTTド

コモ中国支社、株式会社ローソン、輝陽礦業有限会社、漁業協同組合JFしまね、航空自衛隊

西部航空方面隊、航空自衛隊第３輸送航空隊、境海上保安部、山陰ケーブルビジョン株式会

社、自衛隊島根地方協力本部、島根県LPガス協会、島根県医師会、島根県栄養士会、島根県

看護協会、島根県警察本部、島根県ケーブルテレビ協議会、島根県建設業協会、島根県災害

時ドローンチーム、島根県災害派遣医療チーム（島根DMAT）、島根県視覚障害者福祉協会、

島根県社会福祉協議会（しまねDWAT)、島根県身体障害者団体連合会、島根県生活協同組合

連合会、島根県石油協同組合、島根県隊友会、島根県トラック協会、島根県文化国際課、島

根県防災航空隊、島根県松江地区建設業協会、しまね国際センター、島根災害リハビリテー

ション支援協会（島根JRAT)、島根トヨタグループ、島根ドローンサービスセンター、生活

協同組合しまね、第八管区海上保安本部美保航空基地、中国四国農政局、中国地方整備局、

中国地方整備局境港湾・空港整備事務所、中国電力ネットワーク株式会社山陰ネットワーク

センター、敦賀海上保安部、西日本高速道路株式会社、日本赤十字社島根県支部、日本赤十

字社鳥取県支部、日本放送協会、松江市消防本部、松江市立病院、松江赤十字病院、陸上自

衛隊第１３偵察戦闘大隊、陸上自衛隊第１３飛行隊、陸上自衛隊第３０４施設隊
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②参加機関・団体



川だけ地形地図 https://www.gridscapes.net/AllRiversAllLakesTopography/使用
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メ イ ン 会 場
島 根 県 民 会 館
(9:30～知事挨拶)

① 才地区
② 軽尾地区
③ 雲津地区
④ 諸喰地区
⑤ 海崎港
⑥ 境港栄町物揚場
⑦ 境港竹内１号岸壁
⑧ 美保飛行場

⑨ 島根スポーツ広場
⑩ 多古地区市有地
⑪ 山陰家庭学院ゆうなぎホーム【知事視察・ぶら下がり 12:05着】
⑫ 島根中学校【知事視察 11:40着】
⑬ 加賀漁港
⑭ 恵曇漁港

⑮ 輝陽礦業（有）砕石場
⑯ 松江港
⑰ 松江赤十字病院
⑱ 松江市立病院
⑲ 島根県消防学校
⑳ 島根県広域防災拠点
㉑ 松江・玉造インターチェンジ

㉒ 小伊津（坂浦）漁港
㉓ 佐香コミュニティセンター
㉔ 小伊津漁港
㉕ 小伊津（三浦）漁港
㉖ 河下港
㉗ 陸上自衛隊出雲駐屯地
㉘ 日御碕多目的運動広場

③訓練会場一覧

取材可能会場・・・11か所（赤字で示す会場）

※その他の会場での取材はお控えください。
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知事視察日程は別紙参照



① 各訓練会場での取材は可能ですが、以下の点にご留意ください。

・訓練中は、訓練参加者に直接話しかけないでください。

（インタビューは訓練進行の妨げにならないよう、休憩中などにお願いします。）

・訓練実施の妨げになる位置での取材はご遠慮ください。

（現場で立入を制限する場合がありますので、職員の指示に従ってください。）

・取材時は、各会場において受付の上、各社の腕章を付けてください。

・取材車両の駐車については、各会場の統制員の指示に従ってください。【別冊資料参照】

② 車両や航空機、船舶への同乗による取材はできません。

③ プレス対応者は以下のとおりです。

※各訓練会場でのプレス対応は実施いたしません。

④ 以下のとおり知事が取材を受けます。

・日時：令和７年10月18日（土）12:20～（10分程度）
・場所：山陰家庭学院ゆうなぎホーム（松江市島根町野波2318 番地 3） 4

内容 対応者 連絡先 備考

訓練全体に関すること
島根県防災部防災危機管理課

加本 課長
0852-22-6486

訓練中は取材対応不可
訓練終了後（13:15～）、島根県民会館中ホール
において、取材対応可能です。

避難所開設・運営訓練
（松江市）に関すること

松江市防災部防災危機管理課
高木 課長

0852-55-5115
訓練中は訓練参加のため取材対応不可
訓練終了後（12:40～）、松江市立島根中学校に
おいて、取材対応可能です。

避難所開設・運営訓練
（出雲市）に関すること

出雲市防災安全部防災安全課
古川 防災危機対策監

0853-21-6606
訓練中は訓練参加のため取材対応不可
訓練終了後（12:40～）、佐香コミュニティセン
ターにおいて、取材対応可能です。

④取材時の留意事項
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⑤一部会場における留意事項

⑫島根中学校

・取材は別添地図に示す範囲内のみで行ってください。

㉔ 小伊津漁港

・ヘリコプターが離着陸する地点周辺は立入禁止となっております。現地職員の
指示に従ってください。

㉘ 日御碕多目的運動広場

・駐車スペースが極めて狭く、限りがありますので、車の乗合せ等の配慮をお願
いします。なお、訓練関係車両の駐車状況によっては駐車できない場合もありま
すのでご注意ください。また、ヘリコプター離着陸時は安全のため、車両誘導を
行いますので現地職員の指示に従ってください。
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⑤一部会場における留意事項

⑫島根中学校

・駐車場は中学校グラウンドをご利用ください。



⑤一部会場における留意事項

⑫島根中学校

・訓練中の撮影及び見学は図に示す範囲内のみで行ってください。
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弥山(みせん)山地

本宮山山地

三坂山山地

美保関山地

加賀漁港

恵曇漁港

松江港河下港

美保飛行場

境港

出雲駐屯地

島根県消防学校
H

H

小伊津漁港
H

佐香コミュニティセンター

島根中学校

島根スポーツ広場

日御碕多目的運動広場

海崎港

雲津

輝陽礦業採石場

島根県民会館
やえざくら

巡視船つるが

はまちどりはまちどり

Ｃ－２

ＣＨ－４７

はくしゅう

はくしゅう

掃海艇はつしま

Ｔ－４

ＣＨ－４７

掃海艇はつしま

ＵＨ－１

ＵＨ－１

ＵＨ－１

ＳＯＴＥＮ

倒壊家屋
道路啓開

はくちょう

地理院タイルを加工して利用

５km

航空機８機

T-4練習機（航空自衛隊）

C-2輸送機（航空自衛隊）

CH-47ヘリコプター（航空自衛隊）

UH-1ヘリコプター（陸上自衛隊）

ヘリコプターはまちどり(海上保安庁)

防災ヘリ はくちょう（島根県）

災害対策用ヘリ おりづる（国交省）

ドローン（島根県）

船艇５隻

掃海艇 はつしま（海上自衛隊）

巡視船 つるが（海上保安庁）

巡視艇 やえざくら（海上保安庁）

港湾業務艇 はくしゅう（国交省）

小型船舶（漁業協同組合）

① 航空自衛隊Ｔ－４練習機による情報収集、孤立地区（出雲市佐香地区・松江市島根地区）の航空写真を撮影しデータを送付

② 孤立地区に島根県ドローンチームを派遣、ＳＯＴＥＮ（県保有ドローン）を使用しプログラム飛行（目視外でＬＴＥ通信利用飛行）による情報収集

③ 航空自衛隊Ｃ－２輸送機で高知市職員（模擬）を高知空港から輸送、美保基地で航空自衛隊ヘリＣＨ－４７に乗り換え島根スポーツ広場に輸送

④ 日御碕多目的広場において日御碕地区住民のＣＨ－４７体験搭乗（機内着席までで飛行しない。）

⑤ 陸上自衛隊ヘリＵＨ－１で出雲駐屯地から陸上自衛官を島根スポーツ広場に輸送して多古地区の道路啓開を実施

⑥ 陸上自衛隊ヘリＵＨ－１で県消防学校で緊急物資を積載し小伊津漁港に輸送

⑦ 境海上保安部巡視艇やえざくらで陸上自衛官を松江港から美保関地区海崎港まで輸送し、下船後、物資を携行し徒歩で雲津地区の情報を収集

⑧ 敦賀海上保安部巡視船つるがで松江市消防隊員を半島沖合に輸送し、着船した海保ヘリはまちどりに搭乗、島根スポーツ広場に輸送し救助を実施

⑨ 中国地方整備局港湾業務艇はくしゅうで日赤鳥取県支部救護班を境港から加賀漁港に輸送して島根中学校の応急救護所運営支援、その後、島根町の住民
を避難のため恵曇漁港に輸送

⑩ 海上自衛隊掃海艇はつしまで出雲市消防隊員を河下港から小伊津漁港に輸送して救助を実施、その後、坂浦町の住民を避難のため河下港に輸送

⑪ 海保ヘリはまちどり及び防災ヘリはくちょうによるホイスト救助（雲津漁港および坂浦漁港）

⑫ 松江市消防、県警、陸上自衛隊による埋没車両からの救助（輝陽礦業採石場）

⑬ 松江市（島根中学校）及び出雲市（佐香コミュニティセンター）による避難所の開設・運営
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⑦参加予定の航空機・船艇

T-4練習機（航空自衛隊）

CH-47ヘリコプター（航空自衛隊）

ヘリコプターはまちどり(海上保安庁)

C-2輸送機（航空自衛隊）

UH-1ヘリコプター（陸上自衛隊）

防災ヘリ はくちょう（島根県） 9



⑦参加予定の航空機・船艇

災害対策用ヘリ おりづる（国交省）

掃海艇 はつしま（海上自衛隊）

巡視艇 やえざくら（海上保安庁）

ドローン（島根県）

巡視船 つるが（海上保安庁）

港湾業務艇 はくしゅう（国交省）10
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1 航空機による情報収集
（空自西部航空方面隊練習機T-4）

出雲市佐香地区
松江市島根地区

2
航空機による情報収集
（島根県防災航空隊ヘリはくちょう）

出雲市佐香地区
輝陽礦業（有）砕石場

3
航空機による情報収集
（国交省災害対策ヘリおりづる）

島根半島全域

4 ドローンによる情報収集 松江市島根地区

5 車両による情報収集
（島根県警察バイク）

島根半島部（松江市）

6 車両による情報収集
（陸自第13偵察戦闘大隊バイク）

島根半島部（松江市）

7
車両による情報収集
（出雲市消防本部バイク）

島根半島部（出雲市）

8 徒歩による情報収集 海崎港→雲津地区

9 警察犬による要救助者捜索 輝陽礦業（有）砕石場

10 航空機による救助リソースの投入
（空自第3輸送航空隊輸送機C-2）

高知空港→美保飛行場

11
航空機による救助リソースの投入
（空自西部航空方面隊ヘリCH-47）

美保飛行場→島根スポーツ広場

12 航空機による救助リソースの投入
（海保ヘリはまちどり）

多古鼻沖→島根スポーツ広場

13 航空機による救助リソースの投入
（陸自第13飛行隊ヘリUH-1）

出雲駐屯地→島根スポーツ広場

14
船艇による救助リソースの投入
（敦賀海保巡視船つるが）

境港（竹内１号岸壁）→多古鼻沖

15 船艇による救助リソースの投入
（港湾業務艇はくしゅう）

境港（栄町物揚場）→加賀漁港

16 船艇による救助リソースの投入
（境海保巡視艇やえざくら）

松江港→海崎港

No 訓練項目 実施場所 8 9 10 11 12
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⑧訓練タイムスケジュール ：取材可能な訓練項目
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17
船艇による救助リソースの投入
（海自舞鶴地方隊掃海艇はつしま）

河下港→小伊津漁港沖

18
船艇による救助リソースの投入
（JFしまね小型船舶）

小伊津漁港沖→小伊津漁港

19 船艇による救助リソースの投入
（JFしまね小型船舶）

小伊津（三浦）漁港→小伊津漁港

20 倒壊家屋からの救助 島根町多古（市有地）

21 埋没車両からの救助 輝陽礦業（有）砕石場

22 航空機による傷病者の救助
（海保ヘリはまちどり）

美保関町雲津地区

23
航空機による傷病者の救助
（島根県防災航空隊ヘリはくちょう）

小伊津（坂浦）漁港→松江市立病院

24 検視及び身元確認 旧島根町商工観光センター前駐車場

25 航空機による物資の供給
（陸自第13飛行隊ヘリUH-1）

島根県消防学校→小伊津漁港

26 ドローンによる物資の供給
小伊津なぎさ公園
→佐香コミュニティセンター

27 車両による物資の供給
（松江）

島根県広域防災拠点→イオンスタイル
松江→島根中学校

28
車両による物資の供給
（出雲）

島根県広域防災拠点→松江・玉造IC
→佐香コミュニティセンター

29 徒歩による物資の供給 海崎港→雲津地区

30 地区内輸送拠点の開設 島根県広域防災拠点

31 地区内輸送拠点の開設 旧出雲市体育館

32 給水支援 島根中学校

33 給水支援 佐香コミュニティセンター

No 訓練項目 実施場所 8 9 10 11 12
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⑧訓練タイムスケジュール ：取材可能な訓練項目



0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

34
航空機による住民の避難
（空自西部航空方面隊ヘリCH-47）

日御碕多目的運動広場

35
船艇による住民の避難
（港湾業務艇はくしゅう）

加賀漁港→恵曇漁港

36 船艇による住民の避難
（JFしまね小型船舶）

小伊津漁港→小伊津漁港沖

37 船艇による住民の避難
（海自舞鶴地方隊掃海艇はつしま）

小伊津漁港沖→河下港

38 車両による住民の避難 恵曇漁港→地区外

39 車両による住民の避難 河下港→地区外

40 指定一般避難所の開設・運営 島根中学校

41 指定一般避難所の開設・運営 佐香コミュニティセンター

42 対策本部の開設・運営 島根県民会館

43 合同調整所の開設・運営 輝陽礦業（有）砕石場

44 航空運用調整班の設置・運営 島根県民会館

45 孤立地区等の電力の確保 美保関町諸喰地区

46 孤立地区等の通信の確保 佐香コミュニティセンター

47 道路交通規制 松江市島根地区

48 道路交通規制 松江玉造IC

49 道路啓開 島根町多古（市有地）

50 車両移動訓練 島根町多古（市有地）

No 訓練項目 実施場所 8 9 10 11 12
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⑧訓練タイムスケジュール ：取材可能な訓練項目



0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

51 災害拠点病院の運営 松江赤十字病院

52 災害拠点病院の運営 松江市立病院

53 地域医療搬送（SCU開設・運営） 山陰家庭学院　ゆうなぎホーム

54 救護所の開設・運営 島根公民館

No 訓練項目 実施場所 8 9 10 11 12
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⑧訓練タイムスケジュール ：取材可能な訓練項目
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⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目
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⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目
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⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目
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⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目
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⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目
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⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目
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⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目
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⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目



No 訓練項目 実施時間 実施機関 実施内容

53 地域医療搬送
（SCU開設・運営）

9:00～12:30 島根DMAT
ゆうなぎホームにて、地域医療搬送拠点を
開設（SCU開設・運営）、傷病者のトリ
アージ等を実施

54 救護所の開設・運営 10:40～12:30

日本赤十字社島根県支部
日本赤十字社鳥取県支部
島根県医師会
島根県看護協会
島根県栄養士会

島根公民館にて、応急救護所の開設・運営
を実施
避難所支援、傷病者救護、多職種連携によ
る巡回診療・巡回健康相談等を実施

23

⑨訓練内容 ：取材可能な訓練項目
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⑩中止基準

【訓練を中止する場合】

１ 大雨など

（１）災害が発生し、災害応急対策が１０月１８日の訓練開始時までに及ぶ場合

（２）１０月１７日又は１８日に、松江市又は出雲市に大雨警報が発表され、１８日の訓練

開始時以降も継続すると見込まれる場合

（３）１０月１７日又は１８日に、県内に大雨警報が発表（松江市及び出雲市を除く。）さ

れ、１８日の訓練開始時以降も県が警戒本部または対策本部を設置して対応する必要が

あると見込まれる場合

（４）台風の接近が予想され、その影響が１０月１８日の訓練開始時までに及ぶ場合

２ 地 震

県内震度４以上、県外震度５強以上の地震が発生し、災害応急対策が１０月１８日の訓

練開始時までに及ぶ場合

３ ミサイル発射、核実験などの危機管理事案

当該事案が発生し、全庁的な対応が１０月１８日の訓練開始時までに及ぶ場合
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⑩中止基準

【訓練の一部を中止する場合及びその措置】

１ 訓練に参加する航空機及び船艇が実任務、気象・海象の影響、器材の不具合等により運

航または着陸若しくは接岸できない場合

（１）以下の航空機が運航等できない場合

① 空自西部航空方面隊練習機T-4

・空自練習機T-4を使用した航空機による情報収集訓練を中止する。

② 空自第３輸送航空隊輸送機C-2

・高知空港から美保飛行場への広域応援職員の輸送訓練を中止する。

③ 空自西部航空方面隊ヘリCH-47

・美保飛行場から島根スポーツ広場への広域応援職員の輸送訓練を中止する。

・日御碕多目的運動広場での住民搭乗体験を中止する。

④ 陸自第13飛行隊ヘリUH-1

・出雲駐屯地から島根スポーツ広場への第304施設隊員の輸送訓練を中止する。

※上記の場合、第304施設隊員は車両により出雲駐屯地から島根スポーツ広場へ移

動し、島根スポーツ広場から徒歩により多古地区へ向かい、道路啓開訓練を実施す

る。

・県消防学校から小伊津漁港への緊急物資の輸送訓練を中止する。
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⑩中止基準

【訓練の一部を中止する場合及びその措置】

１ 訓練に参加する航空機及び船艇が実任務、気象・海象の影響、器材の不具合等により運

航または着陸若しくは接岸できない場合

（１）以下の航空機が運航等できない場合

⑤ 海保ヘリはまちどり

・多古鼻沖から島根スポーツ広場への松江市消防隊員の輸送訓練を中止する。

※上記訓練の代替案として、海保巡視船つるがにより、境港から加賀漁港沖へ松江市

消防隊員を輸送し、加賀漁港沖で搭載艇に移乗。搭載艇により、加賀漁港沖から加賀

漁港への松江市消防隊員の輸送訓練を実施する。加賀漁港から車両で多古地区へ移動

し、倒壊家屋からの救助訓練を実施する。

・雲津漁港での体調不良者の輸送訓練を中止する。

⑥ 島根県防災航空隊ヘリはくちょう

・県防災ヘリはくちょうを使用した航空機による情報収集訓練を中止する。

・小伊津（坂浦）漁港から松江市立病院への傷病者の輸送訓練を中止する。

⑦ 国交省災害対策ヘリおりづる

・国交省災害対策ヘリおりづるを使用した航空機による情報収集訓練を中止する。
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⑩中止基準

【訓練の一部を中止する場合及びその措置】

１ 訓練に参加する航空機及び船艇が実任務、気象・海象の影響、器材の不具合等により運

航または着陸若しくは接岸できない場合

（２）以下の船艇が運航等できない場合

① 海自舞鶴地方隊掃海艇はつしま

・河下港から小伊津漁港への出雲市消防隊員の輸送訓練を中止する。

・小伊津漁港から河下港への住民の輸送訓練を中止する。

② 敦賀海保巡視船つるが

・境港竹内１号岸壁から島根スポーツ広場への松江市消防隊員の輸送訓練を中止する。

※上記の場合、松江市消防隊員は車両により境港竹内１号岸壁から多古地区市有地

に移動し、倒壊家屋からの救助訓練を実施する。

③ 境海保巡視艇やえざくら

・松江港から海崎漁港への第13偵戦大隊員の輸送訓練を中止する。

※上記の場合、第13偵戦大隊員は車両により松江港から海崎港へ移動し、海崎港か

ら徒歩により雲津地区へ向かう。

④ 中地整港湾業務艇はくしゅう

・境港から加賀漁港への日赤鳥取県支部救護班の輸送訓練を中止する。

※上記の場合、日赤鳥取県支部救護班は車両により境港栄町物揚場から島根中学校

へ移動し、救護所開設運営訓練を実施する。

・加賀漁港から恵曇漁港への住民の輸送訓練を中止する。
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⑩中止基準

（３）航空機及び船艇の航行可否の判断は、訓練当日（18日）07:00とし、航行の可否を訓

練統制本部に連絡するものとする。

気象・海象が流動的で、訓練当日（18日）07:00に判断できない場合は、アセット毎

に所定の準備を推進し、航行開始30分前に判断するものとする。

２ その他の事象

時点の状況により判断する。

【中止等にかかるお知らせ】

訓練の実施又は中止については、１０月１７日（金）１３：００までに決定し、中止の

場合は、島根県防災危機管理課ホームページ「令和７年度島根県総合防災訓練」に掲載

するとともに参加機関へ周知する。

それ以降、中止に相当する事象が発生した場合はその都度判断する。

島根県防災危機管理課ホームページURL

（https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/bousai/bosai_kenshu/R7_shi

mane_bousaikunren.html）


